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　町では、日常の生活や業務の中で「さりげない見守り」を行うことにより、高齢者

等の方が安心して生活が送れるように、警察署や消防署などの関係機関、新聞配達事

業所やガス・灯油配達事業所などの民間事業者にも協力をいただいて、地域住民とと

もに高齢者等を見守る「松前町高齢者等見守りネットワーク事業」を推進しています。

　この事業における「さりげない見守り」とは、最近、姿を見かけない、ポストに新

聞や郵便物がたまっている等、高齢者等の異変に気づいたときに、役場等に連絡・相

談し、早期に対応ができるようにするものです。見守りにご協力ください。　　

【イメージ図】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【異変の例】

≪協力事業者等登録（協定）のお願い！≫
　現在、協力事業者として 事業者に登録（協定）していただいておりますが、町では、より多くの事

業者等に協力していただけるよう、登録（協定）をお願いしています。

【見守り活動の留意点】

・日々の業務に支障のない範囲で活動してください。

・何らかの異変に気づいたときは、役場福祉課または健康推進課（地域包括支援センター）に連絡して

ください。（緊急を要すると思われる時は、警察「 」・消防「 」へ通報してください。）

・高齢者等に生じた問題等について、連絡ができなかったり、気づかなかった場合でも、その責任を問

うことはありません。

・この事業により知り得た個人情報等は、他に漏らしてはなりません。この事業の登録（協定）が終了

した後も同様です。

・町は連絡があった場合、対応を速やかに行い、連絡者に報告いたします。

【問い合わせ・協力事業者等の登録先】　

　役場福祉課　☎４２－２６４０　または健康推進課（地域包括支援センター）　☎４２－２６５０

地域で高齢者等の見守りにご協力を！

●倒れているかも・・・

・新聞や郵便物がたまっている。

・洗濯物が干しっぱなし。

・暗くなっても電気がつかない。

・ここ数日、姿をみかけない。

●認知症かも・・・

・不自然な服装をしている。

・お風呂に入っている様子がない。

・自宅への帰り道がわからない。

・道路等に座り込んでいる。

●虐待かも・・・

・最近、どなり声がよく聞こえる。

・転んだりしていないのにあざや

傷が多い。

・食事が十分にとられていない。

●悪質商法かも・・・

・ふだん見かけない人が出入りし

ている。


